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．
米
兵
の
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
問
題

刑
事
裁
判
権
・
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
論
理

現
在
、
ア
メ
リ
カ
は
、
一
〇
〇
カ
国
以
上
の
友
好
国
（
受
入
国
）
と
地
位
協
定
を
締
結
し
た
う
え
で
、
米
兵
を
派
遣
し
て
い
る
（
１
）

。
派
遣

さ
れ
た
米
兵
が
受
入
国
で
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
裁
判
権
が
派
遣
国
た
る
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
受
入
国
に
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
と
友
好
国
と
の
関
係
を
阻
害
し
か
ね
な
い
要
因
と
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
裁
判
権
と
は
、
受
入
国
の
検

察
官
が
米
兵
を
起
訴
で
き
る
か
否
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
に
関
連
し
て
、
米
兵
が
被
疑
者
・
被
告
人
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
身
柄
を
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
拘
禁
で

き
る
の
か
が
、
刑
事
裁
判
権
と
同
様
、
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
身
柄
の
問
題
を
、
刑
事
裁
判
権
に
対
応
さ
せ
て
、
拘
禁

論
　
説

）
一
（
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二

権
と
い
う
用
語
で
説
明
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
に
拘
禁
権
が
あ
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
が
身
柄
を
拘
禁
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
受
入
国
に

拘
禁
権
が
あ
る
場
合
、
受
入
国
が
身
柄
を
拘
禁
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
が
、
海
外
に
派
遣
さ
れ
た
米
兵
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
お
よ
び
拘
禁
権
を
求
め
て
き
た
の
に
は
、
ア
メ
リ
カ
な
り
の
論
理
が

あ
る
。
米
兵
は
、
友
好
国
た
る
受
入
国
の
要
請
に
も
と
づ
き
、
受
入
国
な
ら
び
に
近
隣
地
域
の
平
和
と
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
に
派
遣
さ

れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
も
の
だ
。
た
と
え
ば
、
日
米
安
全
保
障
条
約
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
条
約
第
六
条
に
は
、「
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。」
と
あ
る
か
ら
だ
（
２
）

。

こ
の
結
果
、
米
兵
は
、
少
な
く
と
も
、
日
本
の
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
米
兵
が
日
本
で

罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
特
別
な
待
遇
を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
ア
メ
リ
カ
議
会
お
よ
び
国
民
は
考
え
て
き
た
。
こ
れ
を
受
け
、

米
兵
を
あ
ず
か
る
国
防
省
は
、
外
国
で
刑
事
裁
判
の
対
象
と
な
り
う
る
米
兵
の
権
利
、
お
よ
び
、
外
国
の
刑
務
所
に
投
獄
さ
れ
た
米
兵
の

権
利
を
、
最
大
限
、
擁
護
す
る
こ
と
を
そ
の
政
策
と
し
て
き
た
（
３
）

。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
関
心
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
今
日
、
地
位
協
定
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
条
項
と

し
て
も
っ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
三
年
に
発
効
し
た
「
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
協
定
」（
以
下
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
称
す
。）
の
そ
れ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
上
院
は
、
同
協
定
を
批
准
す
る
際
、
そ
の
意
向
を
条
件
と
し
て
付
し
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
同
協
定
の
締
結
以
降
、
他
国
と
地
位
協
定
を
締
結
す
る
場
合
、
同
協
定
を
先
例
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
（
４
）

。
つ
ま
り
、
他
国
と
地
位
協
定
を
結
ぶ
場
合
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
よ
り
有
利
な
内
容
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
ア

メ
リ
カ
上
院
は
条
約
の
批
准
権
を
握
っ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
意
向
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

）
二
（
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米
兵
を
守
る
た
め
の
三
つ
の
砦

海
外
に
派
遣
さ
れ
た
米
兵
が
受
入
国
で
罪
を
犯
し
た
場
合
、
米
兵
の
刑
事
手
続
き
上
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
つ
ぎ
の

よ
う
な
三
つ
の
砦
を
設
け
て
い
る
。

第
一
の
砦
は
、
米
兵
が
犯
し
た
罪
が
、
公
務
の
執
行
に
よ
る
故
意
・
過
失
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
の
決
定
権
を
、
ア
メ
リ
カ
が
確

保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
ア
メ
リ
カ
側
が
こ
の
認
定
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幅
広
く
公
務
犯
罪
で
あ
る
と
の
決
定
が
可
能
と
な

る
。
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
の
私
的
行
為
ま
で
公
務
犯
罪
と
認
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
米
軍
基
地
や
演
習
場
と
い
っ
た
、

通
常
、
米
兵
が
公
務
に
就
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
所
で
の
犯
罪
は
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
や
す
く
な
る
。

第
二
の
砦
は
、
受
入
国
に
刑
事
裁
判
権
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
公
務
犯
罪
で
は
な
い
と
し
て
も
、
受
入
国
に
米
兵
の
犯

罪
の
裁
判
権
を
放
棄
し
て
も
ら
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓

国
と
い
っ
た
国
々
は
、
受
入
国
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
犯
罪
、
あ
る
い
は
、
そ
の
国
の
司
法
上
の
重
大
な
利
益
に
か
か
わ
る
場
合
を
除
き
、

米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
し
て
き
た
。

日
米
間
に
も
裁
判
権
放
棄
密
約
が
存
在
す
る
。
一
九
五
三
年
九
月
、
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
条
項
）
が
改
正
さ
れ
た
際
、
合

同
委
員
会
の
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
で
、
日
本
側
代
表
を
つ
と
め
て
い
た
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長
が
一
方
的
に
陳
述
し
た
も
の
で
あ

る
（
５
）

。
津
田
は
、
日
本
に
と
っ
て
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
を
除
き
、
日
本
国
の
方
針
と
し
て
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な

い
、
と
陳
述
し
た
。
日
米
と
も
、
こ
れ
は
一
方
的
陳
述
な
の
で
、
密
約
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
（
６
）

。
し
か
し
、
こ
の
一
方
的
陳
述
に
い

た
る
詳
細
な
分
析
か
ら
、
日
本
側
が
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
を
除
き
、
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
約
束
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
（
７
）

。
一
方
的
陳
述
は
、
約
束
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
日
米
が
合
意
し
た
手
法
だ
っ
た
の
だ
。

）
三
（
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四

第
三
の
砦
が
、
本
稿
で
あ
つ
か
う
拘
禁
権
で
あ
る
。
拘
禁
権
が
問
題
と
な
る
の
は
、
受
入
国
が
優
先
的
裁
判
権
（
第
一
次
裁
判
権
）
を

有
す
る
場
合
で
あ
る
。
派
遣
国
に
第
一
次
裁
判
権
が
あ
る
場
合
、
拘
禁
権
は
派
遣
国
側
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
拘
禁
権
の
問
題
と
は
、

受
入
国
に
第
一
次
裁
判
権
が
あ
る
場
合
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
身
柄
を
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
拘
禁
で
き
る
の
か
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
三
の
砦
、
つ
ま
り
、
最
後
の
砦
で
あ
る
所
以
は
、
公
務
犯
罪
と
は
認
定
さ
れ
ず
、
ま
た
、
受
入
国
が
裁
判
権
を

放
棄
し
な
い
場
合
に
問
題
と
な
る
か
ら
だ
。

ア
メ
リ
カ
側
が
こ
の
拘
禁
権
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
米
兵
の
刑
事
上
の
権
利
確
保
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
る
。
米
兵
の
身
柄
を
確
保
し

て
お
け
ば
、
受
入
国
で
公
正
な
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
身
柄
を
受
入
国
に
引
き
渡
さ
な
い
と
い
う
選

択
肢
も
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
背
景
に
、
受
入
国
の
拘
禁
施
設
が
米
兵
に
と
っ
て
不
適
切
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
自

白
を
強
要
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
受
入
国
の
刑
事
裁
判
手
続
き
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
拘
禁
権
は
、

裁
判
の
行
方
さ
え
左
右
し
か
ね
な
い
重
要
な
権
利
な
の
で
あ
る
。

拘
禁
と
は
何
か

拘
禁
と
い
う
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
米
兵
の
身
体
が
刑
事
施
設
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
場
合
、

未
決
拘
禁
と
い
う
形
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
未
決
拘
禁
と
は
、
受
刑
者
と
同
じ
よ
う
に
、
身
柄
を
強
制
的
に
施
設
に
収
容
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
刑
罰
の
執
行
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の
い
う
拘
禁
（custody

）
と
は
、
こ
れ
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
。
米
兵
に
対
す
る
刑
事
手
続
き
の
実
務

を
記
し
た
法
務
省
刑
事
局
の
資
料
に
は
、「
軍
当
局
に
よ
る
拘
禁
に
は
、
軍
側
の
留
置
場
に
収
容
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
禁
足
等

）
四
（
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の
ゆ
る
や
か
な
自
由
拘
束
状
態
も
含
ま
れ
て
い
る
（
８
）

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
拘
禁
と
は
い
っ
て
も
、
米
軍
基
地
か
ら
外
出
禁

止
と
い
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

過
去
の
例
を
み
て
も
、
一
九
五
七
年
一
月
、
群
馬
県
の
相
馬
が
原
演
習
場
で
起
き
た
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
場
合
、
ジ
ラ
ー
ド
の
身
柄
は
、

裁
判
終
結
に
い
た
る
ま
で
、
終
始
、
米
軍
側
が
拘
禁
し
て
い
た
（
９
）

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
基
地
内
で
、
日
本
人
女
性
と
結
婚
ま
で
し
て
い

る
。
ま
た
、
一
九
七
四
年
七
月
に
沖
縄
県
北
部
の
伊
江
島
で
起
き
た
伊
江
島
事
件
で
は
、
容
疑
者
た
る
米
兵
二
人
は
、
嘉
手
納
基
地
で
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
の
、
別
の
任
務
に
就
い
て
い
た
（
10
）

。
両
名
は
基
地
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
容
易
に
口
裏
合

わ
せ
が
で
き
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
米
軍
側
が
身
柄
を
拘
禁
し
て
い
る
場
合
、
た
と
え
米
軍
側
が
証
拠
の
隠
滅
や
共

犯
者
に
よ
る
口
裏
合
わ
せ
を
さ
せ
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
が
可
能
に
な
る
と
い
う
弊
害
も
考
え
ら
れ
る
。

米
兵
に
対
す
る
拘
禁
権

日
米
地
位
協
定
に
お
い
て
、
起
訴
前
の
米
兵
に
対
す
る
拘
禁
権
の
規
定
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
を
受
け
継
い
で
い
る
。
両
者
は
ほ

ぼ
同
様
の
規
定
な
の
で
、
日
米
地
位
協
定
の
例
で
説
明
し
た
い
。

罪
を
犯
し
た
米
兵
を
日
米
い
ず
れ
が
逮
捕
す
る
か
に
よ
っ
て
、
米
兵
の
身
柄
の
扱
い
が
異
な
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
が
米
兵
を
逮
捕

し
、
ア
メ
リ
カ
側
の
手
中
に
身
柄
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
日
本
側
が
起
訴
す
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
引
き
続
き
拘
禁
で
き
る
（
日
米
地

位
協
定
第
一
七
条
第
五
項
⒞
）。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
が
米
兵
を
逮
捕
し
た
場
合
、
拘
禁
の
正
当
な
理
由
お
よ
び
必
要
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
米
兵
の
身
柄
は
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
（
同
上
第
五
項
に
関
す
る
合
意
議
事
録
（
11
））。

こ
の
例
外
の
場
合
と
は
、
証
拠
隠
滅
や
逃
亡

の
お
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
、
罪
を
犯
し
た
者
が
日
本
人
の
場
合
も
同
様
の
扱
い
と
な
る
。
つ
ま
り
、
逮
捕
し
た
と
し
て
も
、
勾
留
の
必

）
五
（
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要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
身
柄
は
釈
放
さ
れ
る
。

こ
こ
で
区
別
す
べ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
逮
捕
し
、
そ
の
身
柄
が
ア
メ
リ
カ
側
の
手
中
に
あ
る
と
き
、
日
本
が
米
兵
を
起
訴
す
る
前
に
、

そ
の
身
柄
を
引
き
渡
す
よ
う
要
請
す
る
場
合
で
あ
る
。
地
位
協
定
上
は
、
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
日
本
側
が
起
訴
す
る
ま
で
、
そ
の
身

柄
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
束
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
一
九
九
五
年
に
沖
縄
で
起
き
た
米
兵
三
名
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件

を
き
っ
か
け
に
、
運
用
の
改
善
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
当
初
、
殺
人
・
強
姦
と
い
っ
た
凶
悪
犯
の
場
合
、
日
本
側
が
身
柄
の
引
き
渡
し
を
要

請
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
は
そ
の
要
請
に
好
意
的
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
引
き
渡
し
を
要
請
で
き
る
犯
罪
の
範
囲
が
、

殺
人
・
強
姦
以
外
の
凶
悪
な
犯
罪
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

問
題
は
、
日
本
側
が
逮
捕
し
、
そ
の
身
柄
を
拘
禁
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
拘
禁
に
正
当
な
理
由
お
よ
び
必
要
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
身
柄
は
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
密
約
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
密
約
は
存
在
す
る
。
外
務
省
は
、
二
〇
一
一
年
、
行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
の
経
緯
を
記
し
た

フ
ァ
イ
ル
を
公
開
し
た
（
13
）

。
同
フ
ァ
イ
ル
の
な
か
に
、
日
本
側
が
拘
禁
す
る
場
合
は
「
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
記
し
た
文
書
が
存
在
す

る
。
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
と
同
様
、
津
田
實
の
陳
述
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
文
言
だ
け
で
密
約
の
存
在
が
証
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
文
言
が
登
場
す
る
経
緯
、
文
言
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
日
米
地
位
協
定
上
は
、
日
本
側
が
米
兵
を
起
訴
す
れ
ば
、
そ
の
身
柄
が
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
側

が
要
請
す
れ
ば
、
身
柄
は
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
し
引
き
渡
さ
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
が
引
き
続
き
拘

禁
す
る
と
な
る
と
、
協
定
違
反
の
運
用
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

一
九
六
五
年
に
ア
メ
リ
カ
と
中
華
民
国
（
以
下
、
台
湾
と
称
す
。）
の
間
で
米
華
地
位
協
定
の
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
同
交
渉
の

）
六
（
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七

刑
事
裁
判
権
問
題
を
記
し
た
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
に
、
日
米
間
に
密
約
が
存
在
す
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
密
約
の
内
容
は
、
裁
判
手
続
き

の
完
了
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
米
兵
の
身
柄
を
拘
禁
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
密
約
に
も
と
づ
き
、
裁
判
手
続
き
完
了
ま

で
ア
メ
リ
カ
側
が
身
柄
を
拘
禁
し
て
き
た
実
態
が
あ
る
と
の
公
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。

密
約
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
津
田
課
長
に
よ
る
「
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
陳
述
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
一
見
す
る
と
、

米
兵
の
起
訴
前
の
拘
禁
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
津
田
課
長
の
陳
述
は
、
日
本
側
が
起
訴
す
る
前
だ
け
で
は

な
く
、
起
訴
後
の
拘
禁
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
日
本
側
が
逮
捕
し
た
米
兵
は
、
そ
の
身
柄
が
ア
メ
リ
カ

側
に
引
き
渡
さ
れ
、
裁
判
手
続
き
の
完
了
ま
で
、
引
き
続
き
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

日
本
側
の
拘
禁
権
が
問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
。
裁
判
権
放
棄
密
約
に
よ
れ
ば
、
日
本
側

に
と
っ
て
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
と
な
る
。
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
殺
人
あ
る
い
は
強
姦
と
い
っ
た
犯
罪
は
、
当
然
、
実

質
的
に
重
要
な
犯
罪
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
重
大
な
犯
罪
の
容
疑
者
の
拘
禁
権
が
、
終
始
、
ア
メ
リ
カ
側
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と

な
る
と
、
日
本
人
等
が
罪
を
犯
し
た
場
合
の
拘
禁
と
均
衡
を
失
し
、
米
兵
が
有
利
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
、
米
兵
の
拘
禁
権
が
、
日
米
地
位
協
定
お
よ
び
そ
の
合
意
議
事
録
で
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す

る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
た
い
。
さ
ら
に
、
非
公
表
文
書
に
、
拘
禁
権
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
も
明
ら
か
に
す
る
。

）
七
（
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八

二
．
米
兵
の
拘
禁
権
の
取
り
扱
い

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
お
け
る
拘
禁
権

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
に
発
効
し
た
行
政
協
定
で
は
、
日
本
で
罪
を
犯
し
た
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
専
属
的
に

有
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
行
政
協
定
第
一
七
条
第
二
項
）。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

�

一
千
九
百
五
十
一
年
六
月
十
九
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
「
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
協
定
」
が
合

衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
合
衆
国
は
、
直
ち
に
、
日
本
国
の
選
択
に
よ
り
、
日
本
国
と
の
間
に
前
記
の
協
定
の
相
当

規
定
と
同
様
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
が
発
効
す
れ
ば
、
同
協
定
と
同
様
の
刑
事
裁
判
権
条
項
を
含
ん
だ
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
予
告
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
協
定
は
、
ア
メ
リ
カ
に
関
し
て
、
一
九
五
三
年
八
月
に
発
効
し
た
。
そ
の
発
効
を
受
け
、
行
政
協
定
第
一
七
条

の
改
正
交
渉
が
始
ま
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
、
派
遣
国
兵
士
の
逮
捕
・
拘
禁
に
つ
い
て
、
第
七
条
第
五
項
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⒜
　
受
入
国
及
び
派
遣
国
の
当
局
は
、
受
入
国
の
領
域
内
に
お
け
る
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
家
族
の
逮
捕
及
び
前
記
の

規
定
［
受
入
国
の
国
民
、
ま
た
は
、
受
入
国
に
通
常
居
住
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
派
遣
国
の
軍
隊
の
構
成
員
で
あ
る
場
合
］
に
従
っ

）
八
（
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九

て
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
当
局
へ
の
逮
捕
さ
れ
た
者
の
引
渡
に
つ
い
て
相
互
に
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒝
　
受
入
国
の
当
局
は
派
遣
国
の
軍
当
局
に
対
し
、
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
又
は
家
族
の
逮
捕
に
つ
い
て
す
み
や
か
に
通
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⒞
　
受
入
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
た
る
被
疑
者
の
拘
禁
は
、
そ
の
者
の
身
柄
が
派
遣
国
の
手
中
に
あ

る
と
き
は
、
受
入
国
に
よ
り
公
訴
が
提
起
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
派
遣
国
に
よ
り
引
き
続
き
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

⒜
は
、
派
遣
国
兵
士
の
逮
捕
と
裁
判
権
を
有
す
る
方
の
当
局
へ
の
身
柄
の
引
渡
に
つ
い
て
、
相
互
に
援
助
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
明

記
し
て
い
る
。
⒝
は
、
受
入
国
が
派
遣
国
兵
士
を
逮
捕
し
た
場
合
、
派
遣
国
・
受
入
国
の
い
ず
れ
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
か
を
問
わ

ず
、
受
入
国
は
そ
の
逮
捕
を
派
遣
国
に
通
告
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
⒞
は
、
受
入
国
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
の
拘
禁
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
。
被
疑
者
の
身
柄
が
派
遣
国
側
に
あ
る
場
合
、
そ
の
者
の
身
柄
は
、
受
入
国
が
公
訴
を
提
起
す
る
ま
で
、
派
遣
国
が
引

き
続
き
拘
禁
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
身
柄
が
受
入
国
側
に
あ
れ
ば
、
そ
の
者
の
身
柄
は
、
受
入
国
側
が
拘
禁

で
き
る
こ
と
と
な
る
。

改
正
行
政
協
定
第
一
七
条
お
よ
び
合
意
議
事
録
に
お
け
る
拘
禁
権

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
発
効
し
た
こ
と
を
受
け
、
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
条
項
）
は
、

一
九
五
三
年
九
月
に
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
関
連
し
て
、
日
米
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
は
以
下
で
あ
る
。

）
九
（
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一
〇

・
行
政
協
定
第
一
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
（
公
表
）

・
同
議
定
書
の
合
意
議
事
録
（
公
表
）

・
正
式
会
談
に
お
け
る
日
米
両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
（
非
公
表
）

・
日
米
両
国
の
法
務
官
代
表
に
よ
る
陳
述
（
非
公
表
）

ま
ず
、
改
正
さ
れ
た
第
一
七
条
の
規
定
は
、
先
に
記
し
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
五
項
の
⒜�

⒝�

⒞
に
相
当
す
る
規
定
で
あ

る
。
受
入
国
を
日
本
国
に
、
派
遣
国
を
合
衆
国
と
読
み
替
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
改
正
第
一
七
条
の
解
釈
を
示
し
た
の
が
、
合
意
議
事
録
で
あ
る
。
第
一
七
条
第
五
項
に
関
す
る
合
意
議
事
録
は
、
以
下

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

１
　
日
本
国
の
当
局
は
、
日
本
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し

く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
で
合
衆
国
の
軍
法
に
服
す
る
も
の
を
犯
人
と
し
て
逮
捕
し
た
と
き
は
、
そ
の
犯
人
を
拘
束
す
る
正
当

な
理
由
及
び
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
犯
人
を
釈
放
し
、
合
衆
国
の
軍
当
局
に
よ
る
拘
禁
に
ゆ
だ
ね
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
そ
の
釈
放
の
条
件
と
し
た
場
合
に
は
、

日
本
国
の
当
局
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
い
つ
で
も
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
合
衆
国
の
当
局
は
、
日
本
国
の
当
局
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
起
訴
し
た
時
に
そ
の
犯
人
の
身

柄
を
日
本
国
の
当
局
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
一
一
（
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一
一

２
　
合
衆
国
の
軍
当
局
は
、
日
本
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の

構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
逮
捕
を
直
ち
に
日
本
国
の
当
局
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
（
14
）

。

右
の
２
は
、
逮
捕
後
の
通
告
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
１
が
、
改
正
第
一
七
条
第
五
項
を
受
け
、
拘
禁
に
つ
い
て
の
解
釈
を
規
定
し
て
い

る
。
同
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
な
ら
い
、
日
本
側
が
逮
捕
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
明
確
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

こ
の
合
意
議
事
録
で
は
、
犯
人
を
拘
禁
す
る
正
当
な
理
由
及
び
必
要
が
あ
れ
ば
、
日
本
側
が
拘
禁
で
き
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
、
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
正
当
な
理
由
等
が
な
け
れ
ば
、
被
疑
者
が
釈
放
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
側
が
被
疑
者
を
起
訴
し
た
場
合
、
そ
の
身
柄
が
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
れ
ば
、
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
起
訴
す
れ
ば
自
動
的
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
側
か
ら
そ
の
者
の
引
き
渡
し
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
。

日
米
両
国
の
法
務
官
代
表
に
よ
る
陳
述

非
公
表
文
書
に
は
、
正
式
会
談
に
お
け
る
日
米
両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
、
お
よ
び
、
日
米
両
国
の
法
務
官
代
表
に
よ
る
陳
述
が
あ
る
。

前
者
は
、
一
九
五
三
年
九
月
二
八
日
に
開
か
れ
た
正
式
会
談
の
記
録
で
あ
る
（
15
）

。
日
本
側
は
松
平
康
東
外
務
省
参
与
が
代
表
を
つ
と
め
、
ア

メ
リ
カ
側
は
、
Ｊ
・
グ
ラ
ハ
ム
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
（J.�G

raham
�P
arsons

）
在
京
米
大
使
館
参
事
官
が
代
表
を
つ
と
め
た
。
こ
の
会
談
に
は
、

日
本
に
駐
留
す
る
英
連
邦
使
節
団
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し
て
い
る
。
国
連
軍
地
位
協
定
の
締
結
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
正
式
会
談
の
記
録
は
、
拘
禁
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
交
渉
過
程
で
は
、
拘
禁
に
つ
い
て
、
正
式
会
談
の
記
録
に
盛

り
込
む
こ
と
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
記
録
は
非
公
表
で
あ
る
と
は
い
え
、
英
連
邦
使
節
団
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し

）
一
一
（
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一
二

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
内
容
が
知
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
日
米
両
国
の
法
務
官
代
表
に
よ
る
陳
述
（
非
公
表
）
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
陳
述
は
二
種
類
存

在
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
拘
禁
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
者
は
、
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
密
約
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
詳
細
は
省
略
す
る
（
16
）

。
内
容
は
、
前
述
の
よ
う

に
、
津
田
課
長
が
、
実
質
的
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
日
本
側
は
そ
の
方
針
と
し
て
、
米
兵
に
対
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も

り
が
な
い
旨
を
述
べ
た
も
の
だ
。
実
質
的
に
重
要
な
事
件
と
は
何
か
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
殺
人
お
よ
び
強
姦
が
そ

れ
に
あ
た
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

拘
禁
に
関
す
る
陳
述
は
、
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
で
ア
メ
リ
カ
側
代
表
の
ア
ラ
ン
・
Ｂ
・
ト
ッ
ド
（A

lan�B
.�T
odd

）
中
佐
と
津
田
課

長
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
陳
述
は
、
津
田
課
長
の
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
拘
禁
に
関
し
て
は
、

両
者
に
よ
る
問
答
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
以
下
に
全
文
を
引
用
す
る
。

　
米
側
代
表
：

　
　�

　
私
は
、
日
本
側
代
表
に
対
し
、
犯
人
が
合
衆
国
の
軍
当
局
に
よ
る
拘
禁
に
委
ね
ら
れ
る
た
め
に
釈
放
す
る
に
当
た
り
、
日
本

国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
そ
の
釈
放
の
条
件
と
し
た
場
合
に
は
、
日
本
国
の
当
局
の
要
請

が
あ
れ
ば
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
い
つ
で
も
取
り
調
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
保
証
し
た
い
。

�

ア
ラ
ン
　
B.
　
ト
ッ
ド
中
佐
　
法
務
部

�

刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
米
側
代
表 ）

一
二
（



米
兵
の
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
密
約
（
信
夫
）

一
三

　
日
本
側
代
表
：

　
　�

　
米
側
代
表
の
前
記
の
保
証
に
鑑
み
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
の
身
柄
を
拘
束
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
述

べ
た
い
。

�

津
田
　
實

�

刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
日
本
側
代
表
（
17
）

こ
の
陳
述
は
、
行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
後
、
一
〇
月
二
二
日
に
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
が
開
か
れ
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
同
改
正
交
渉
に
関
す
る
文
書
と
は
、
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

秘
密
了
解
の
指
摘

米
兵
の
拘
禁
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
に
密
約
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
文
書
と
は
以
下
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
、
米
華
地
位
協
定
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
同
交
渉
に
関
す
る
文
書
に
、
米
空
軍
の
ヴ
ィ
ン
セ

ン
ト
・
Ａ
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
（V

incent�A
.�Jordan

）
少
佐
か
ら
モ
ー
ガ
ン
（M

organ

）
大
佐
に
宛
て
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
が
あ
る
（
18
）

。
両
者
は
、

軍
の
法
律
問
題
を
扱
う
法
務
官
で
あ
る
。
同
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
主
題
は
、「
台
湾
地
位
協
定
交
渉
─
拘
禁
」
で
、
日
付
は
一
九
六
五
年
二

月
一
六
日
と
あ
る
。
拘
禁
に
関
し
て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
側
提
案
お
よ
び
台
湾
側
対
案
を
整
理
し
た
文
書
だ
。
そ
の
な
か
に
、

つ
ぎ
の
一
文
が
あ
る
。

）
一
三
（
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一
四

５
．
日
本
と
の
秘
密
了
解
（C

lassified�U
nderstanding

）
が
、
合
同
委
員
会
の
裁
判
権
小
委
員
会
で
交
わ
さ
れ
た
。
日
本
側
代
表
は
、

「
…
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
の
身
柄
を
拘
束
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
（
19
）

。

先
に
引
用
し
た
津
田
の
陳
述
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
密
約
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
．
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉

拘
禁
権
を
め
ぐ
る
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
案

行
政
協
定
第
一
七
条
を
改
正
す
る
日
米
交
渉
は
、
一
九
五
三
年
八
月
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
の
経
緯

を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
八
月
一
七
日
に
提
示
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
側
議
定
書
案
お
よ
び
合
意
議
事
録
案
を
紹
介
す
る
。
念
の

た
め
、
議
定
書
と
は
、
行
政
協
定
第
一
七
条
を
改
正
す
る
条
約
の
こ
と
で
あ
る
。
合
意
議
事
録
は
、
議
定
書
の
解
釈
を
示
す
文
書
と
し
て

公
表
さ
れ
、
議
定
書
と
同
等
の
効
力
を
認
め
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
議
定
書
案
第
五
項
⒞
が
拘
禁
に
関
す
る
規
定
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

⒞
　
日
本
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
合
衆
国
の
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
家
族
で
被マ

マ
告
人
と
な
つ
た
者
の
拘
禁
は
、
そ
の

者
の
身
柄
が
合
衆
国
の
手
中
に
あ
る
と
き
は
、
日
本
国
に
よ
り
公
訴
が
提
起
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
合
衆
国
が
引
き
続
き
行
う
も
の
と
す
る
（
20
）

。

）
一
四
（



米
兵
の
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
密
約
（
信
夫
）

一
五

同
案
は
、
前
述
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
五
項
⒞
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
派
遣
国
兵
士
の
身
柄

が
派
遣
国
側
に
あ
れ
ば
、
受
入
国
が
公
訴
を
提
起
す
る
ま
で
、
そ
の
身
柄
は
派
遣
国
が
引
き
続
き
拘
禁
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、

受
入
国
側
に
身
柄
が
あ
る
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
項
⒞
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
身
柄
が
受
入
国
側
に
あ
れ
ば
、
受
入
国
側

が
身
柄
を
拘
禁
す
る
。
受
入
国
が
公
訴
を
提
起
し
た
後
も
、
引
き
続
き
、
身
柄
は
受
入
国
が
拘
禁
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
お
け
る
拘
禁
に
関
す
る
原
則
で
あ
る
。

な
お
、
拘
禁
に
関
す
る
日
本
側
議
定
書
案
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
（
21
）

。
異
な
る
の
は
、
日
本
側
案
で
は
、
対
象

が
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
」
に
限
定
さ
れ
、
家
族
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
だ
。

問
題
は
、
合
意
議
事
録
案
の
方
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
合
意
議
事
録
案
で
は
、
拘
禁
を
規
定
し
た
５
⒜
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。

�

　
日
本
国
が
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
を
逮
捕
し
た
と
き
は
、
日
本
国
の
当
局
は
、
合
衆
国
の
軍

当
局
に
そ
の
者
の
拘
禁
を
移
す
も
の
と
す
る
。
日
本
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
合
衆
国

は
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
事
件
を
特
に
重
大
と
認
め
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
通
告
が
な
い
限
り
、
拘
禁
を

継
続
す
る
も
の
と
す
る
。
日
本
国
の
当
局
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
れ
ら
の
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
合
衆

国
の
軍
当
局
は
、
日
本
国
の
当
局
に
よ
り
起
訴
さ
れ
る
ま
で
の
間
そ
の
者
の
拘
禁
を
継
続
す
る
も
の
と
し
、
起
訴
さ
れ
た
と
き
は
、

合
衆
国
の
軍
当
局
は
、
要
請
に
よ
り
、
日
本
国
の
当
局
に
そ
の
者
の
拘
禁
を
移
す
も
の
と
す
る
。
合
衆
国
の
当
局
は
、
合
衆
国
が
そ

の
者
を
拘
禁
し
て
い
る
間
、
日
本
国
の
当
局
が
い
つ
で
も
そ
の
者
に
接
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
22
）

。
）
一
五
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
〇
年
六
月
）

一
六

右
の
合
意
議
事
録
案
の
要
点
は
以
下
で
あ
る
。
日
本
側
が
米
軍
人
、
軍
属
、
家
族
を
逮
捕
し
た
と
き
、
日
本
側
の
当
局
は
、
そ
の
身
柄

を
米
軍
当
局
に
移
す
。
ま
た
、
日
本
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
大
で
あ
る
と
し
て
日
本

側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
旨
を
ア
メ
リ
カ
側
に
通
知
し
な
い
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
身
柄
の
拘
禁
を
継
続
で
き
る
（
23
）

。
さ
ら
に
、
特
に
重

大
と
い
う
日
本
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
例
外
的
な
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
日
本
側
が
要
請
す
れ
ば
、
米
軍
当
局
は
そ
の
身
柄
を
日
本
側
に

移
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
側
が
身
柄
を
拘
禁
で
き
る
場
合
が
、
特
に
重
大
な
事
件
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
犯
罪

は
、
結
局
、
ア
メ
リ
カ
側
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
で
、
日
本
側
に
よ
る
拘
禁
と
い
う
問
題
自
体
が
生
じ
な
い
。
ま
た
、
特
に
重
大

な
事
件
の
場
合
も
、
日
本
側
が
要
請
し
て
は
じ
め
て
身
柄
が
日
本
側
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
側
が
米
兵
を
拘
禁

で
き
る
場
合
が
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
の
合
意
議
事
録
案
に
対
し
て
、
日
本
側
は
、「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
の
原
則
と
例
外
と
を
顛
倒
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
…
今
回

の
改
訂
を
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
骨
抜
き
に
せ
ん
と
す
る
底
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
、
わ
が
方
と
し
て
は
到
底
受
諾
し
得
な
い

も
の
で
あ
る
（
24
）

」
と
同
案
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
で
は
、
派
遣
国
が
派
遣
国
の
兵
士
に
対
し
第
一
次
裁
判
権
を
行
使

で
き
る
場
合
は
、
派
遣
国
軍
兵
士
同
士
の
犯
罪
、
派
遣
国
の
財
産
・
安
全
の
み
に
対
す
る
犯
罪
、
そ
れ
に
、
派
遣
国
軍
兵
士
に
よ
る
公
務

執
行
に
よ
る
犯
罪
だ
け
だ
っ
た
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒜
）。
犯
罪
が
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
大
で
あ
る
点
は
、
日
本
側
が

第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

八
月
二
五
日
に
開
か
れ
た
三
宅
喜
二
郎
外
務
省
参
事
官
と
在
京
米
大
使
館
の
ジ
ュ
ー
ル
ス
・
バ
ッ
シ
ン
（Jules�B

assin

）
法
律
顧
問
と

の
会
談
の
際
、
バ
ッ
シ
ン
は
、
こ
の
問
題
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
決
方
式
を
提
案
し
て
い
る
。
拘
禁
に
関
す
る
規
定
を
合
意
議
事
録
案
か
ら

落
と
し
、
公
式
会
談
に
お
け
る
日
本
側
代
表
に
よ
る
一
方
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
す
る
。
こ
の
案
は
、
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
、

）
一
六
（
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一
七

ア
メ
リ
カ
側
が
提
案
し
て
い
た
方
式
に
な
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
、
日
本
側
の
交
渉
代
表
で
あ
る
松
平
参
与
と
ア
メ
リ

カ
側
の
代
表
で
あ
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
参
事
官
が
イ
ニ
シ
ャ
ル
す
る
と
い
う
も
の
だ
（
25
）

。

九
月
一
日
、
日
本
側
か
ら
、
法
務
省
が
作
成
し
た
合
意
議
事
録
案
が
提
示
さ
れ
た
。
同
案
は
、「
日
本
国
政
府
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構

成
員
又
は
軍
属
に
対
す
る
起
訴
前
の
身
柄
の
拘
束
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
に
基

き
日
本
側
に
、
駐
留
す
る
軍
隊
の
要
員
で
あ
る
点
に
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
（
26
）

。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
案
で
は
、
身
柄
を
ア
メ
リ
カ

側
に
引
き
渡
す
と
は
直
接
述
べ
て
い
な
い
。
日
米
安
保
条
約
を
引
き
合
い
に
出
し
、
身
柄
を
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
す
こ
と
を
暗
に
示
そ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
こ
の
案
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
（
27
）

。

こ
う
し
た
交
渉
の
な
か
で
、
日
本
側
が
身
柄
を
拘
禁
し
た
場
合
、
そ
の
身
柄
を
ご
く
ま
れ
に
し
か
拘
禁
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
の
日
本

側
の
発
言
が
飛
び
出
す
こ
と
と
な
る
。

ご
く
ま
れ
に
し
か
拘
禁
せ
ず

八
月
三
一
日
、
松
平
参
与
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
参
事
官
と
の
会
談
が
開
か
れ
た
。
席
上
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
立
場
を
最
大
限

に
確
保
し
つ
つ
、
日
本
側
が
受
入
可
能
な
案
と
し
て
、
以
下
を
提
示
し
た
。

ア
メ
リ
カ
側
の
合
意
議
事
録
案
を
修
正
す
る
。
日
本
側
が
被
疑
者
た
る
米
兵
を
逮
捕
し
た
場
合
、
日
本
側
に
第
一
次
裁
判
権
が
あ
れ
ば
、

日
本
側
当
局
に
よ
る
取
り
調
べ
の
た
め
米
兵
を
出
頭
さ
せ
る
と
の
条
件
の
も
と
、
身
柄
を
ア
メ
リ
カ
側
の
拘
禁
に
ゆ
だ
ね
る
。
さ
ら
に
、

被
疑
者
が
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
は
日
本
側
に
そ
の
者
の
拘
禁
を
移
す
（
28
）

。

同
案
は
、
日
本
が
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
場
合
を
重
大
な
事
件
に
限
っ
て
い
た
部
分
を
ま
ず
削
除
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
側

）
一
七
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
〇
年
六
月
）

一
八

が
逮
捕
し
た
場
合
、
そ
の
身
柄
は
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
も
の
の
、
日
本
側
は
い
つ
で
も
被
疑
者
を
取
り
調
べ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
側
が
譲
歩
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
修
正
案
に
対
し
て
、
松
平
は
、
日
本
側
は
ご
く
ま
れ
に
し
か
（in�rare�cases

）
被
疑
者
を
拘
禁
す
る
つ
も
り
は
な
い
、
と

述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
側
に
第
一
次
裁
判
権
が
あ
る
場
合
、
日
本
側
は
日
本
の
法
律
の
も
と
で
拘
禁
す
る
か
否
か
を
選
択
す
る
権

利
、
つ
ま
り
、
建
前
上
、
拘
禁
権
と
い
う
権
利
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
国
会
で
問
わ
れ
た
場
合
、
日

本
側
に
拘
禁
権
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
（
29
）

。
こ
の
よ
う
に
、
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
と
同
様
、
権
利
が
あ
る
と
い

う
建
前
と
、
実
際
に
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
否
か
を
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
側
と
し
て
は
、
日
本
側
に
と
っ
て
拘
禁
が
必
要
な
場
合
を
除
き
、
取
り
調
べ
の
た
め
米
兵
を
日
本
側
に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
を
ア
メ

リ
カ
側
が
保
証
す
る
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
身
柄
を
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
す
と
の
了
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
た
。
次
回
会

合
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
こ
の
線
に
沿
っ
て
、
案
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
30
）

。

九
月
三
日
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
拘
禁
に
関
す
る
口
頭
陳
述
（O

ral�S
tatem

ent

）
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、

日
本
側
が
提
示
し
た
線
に
沿
っ
た
案
を
実
質
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
ワ
シ
ン
ト
ン
に
申
し
出
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し
、
日

本
側
当
局
が
、
米
兵
を
ご
く
ま
れ
に
し
か
（in�rare�cases
）
拘
禁
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
前
提
に
お
い
て
だ
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
こ
の
線

に
沿
っ
た
具
体
案
を
示
し
た
（
31
）

。
な
お
、
こ
の
口
頭
陳
述
の
文
書
のin�rare�cases

の
欄
外
に
、「not�m

any�cases

と
す
る
試
案
を
我
方

研
究
。」
と
日
本
側
が
記
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
の
具
体
案
と
は
以
下
で
あ
る
。
ま
ず
、
形
式
と
し
て
、
第
五
項
⒜
に
関
し
、
合
意
議
事
録
で
は
な
く
、
正
式
会
談
で
両
国

代
表
が
陳
述
す
る
も
の
と
す
る
。
日
本
側
代
表
は
、
日
本
側
に
と
っ
て
被
疑
者
を
拘
禁
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
の
身
柄

）
一
八
（
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一
九

を
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
す
云
々
と
述
べ
る
。
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
、「
実
際
問
題
、
日
本
側
当
局
は
ご
く
ま
れ
に
し
か
被
疑

者
を
拘
禁
す
る
つ
も
り
は
な
い
も
の
と
わ
た
し
は
了
解
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
確
認
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
問
う
。
日

本
側
代
表
は
、「
こ
の
了
解
を
確
認
い
た
し
ま
す
。」
と
述
べ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
案
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
交
渉
が
続
け
ら
れ
る
。「
ご
く
ま
れ
に
し
か
」
被
疑
者
を
拘
禁
し
な
い
と
い
う
部
分
は
、
日
本
側
の
希
望

を
入
れ
、「
日
本
国
の
当
局
が
犯
人
を
拘
禁
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
文
言
で
落
ち
着
い
た
。

両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
と
い
う
形
式
の
点
は
、「
正
式
会
議
に
お
け
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
入
れ
る
こ
と
は
同
意
し
得
ざ
る
旨
九
月
四

日
法
務
省
津
田
課
長
よ
り
申
越
せ
り
。
但
し
合
同
委
員
会
の
刑
事
裁
判
権
分
科
会
等
で
述
べ
る
こ
と
は
考
慮
し
て
も
よ
い
と
の
こ
と
（
32
）

。」

と
、
三
宅
参
事
官
が
記
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
正
式
会
談
に
お
け
る
陳
述
は
非
公
表
で
は
あ
る
も
の
の
、
知
ら
れ
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
法
務
省
の
申
し
入
れ
を
受
け
、
最
終
的
に
、
前
述
の
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
に
お
け
る
ト
ッ
ド
中
佐
と
津

田
課
長
の
陳
述
と
な
っ
た
（
33
）

。

こ
の
よ
う
に
、
合
意
議
事
録
（
公
表
）
か
ら
両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
（
非
公
表
扱
い
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
公
表
）
へ
、
さ
ら
に
、
刑
事

裁
判
権
小
委
員
会
の
両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
（
非
公
表
）
へ
と
変
遷
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
合
意
議
事
録
と
両
国
代
表
に
よ
る
陳
述
の

内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
九
月
四
日
、
拘
禁
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
米
間
で
完
全
に
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
と
な
る
（
34
）

。

密
約
と
は
何
か

拘
禁
を
め
ぐ
る
日
米
間
の
密
約
と
は
何
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
米
兵
が
罪
を
犯
し
、
日
本
側
が
逮
捕
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
は

そ
の
者
の
拘
禁
を
つ
ね
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
考
え
に
沿
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
案
が
作
ら
れ
た
。

）
一
九
（
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二
〇

議
定
書
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
拘
禁
に
関
す
る
文
言
そ
の
ま
ま
と
す
る
。
合
意
議
事
録
の
方
で
、
日
本
側
が
身
柄
を
確
保
し
て

い
る
場
合
、
正
当
な
理
由
お
よ
び
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
身
柄
は
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

た
だ
、
こ
れ
自
体
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
刑
事
司
法
手
続
き
と
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
が
逮
捕
さ
れ
た

場
合
で
も
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
保
釈
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
問
題
は
、
正
当
な
理
由
お
よ
び
必
要
が
あ
っ
て
、

本
来
、
日
本
側
が
拘
禁
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
兵
に
よ
る
犯
罪
と
い
う
こ
と
で
、
身
柄
が
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
を
保
証
し
た
の
が
、
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
の
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
で
あ
る
ト
ッ
ド
中
佐
と
津
田
課
長
の
陳
述
で
あ
る
。
津

田
課
長
の
陳
述
は
、「
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
の
身
柄
を
拘
束
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
形
式
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
。
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
の
場
合
、
問
答
の
形
式
を
と
る
と
、
約
束
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性

が
高
く
な
る
た
め
、
あ
え
て
津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
と
な
っ
た
。
三
宅
参
事
官
は
、
日
米
双
方
の
交
渉
代
表
者
が
陳
述
す
る
形
の
日
本

案
に
つ
い
て
、「
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
我
方
取
扱
方
針
の
一
方
的
声
明
で
あ
る
か
ら
、
了
解
又
は
協
定
の
如
き
印
象
を
輿
え
な
い
様

に
、
問
答
の
形
を
取
ら
な
い
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
可
然
（
35
）

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
身
柄
の
放
棄
に
関
す
る
密
約
の
方

は
、
ト
ッ
ド
中
佐
と
津
田
課
長
の
問
答
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
約
束
の
意
味
合
い
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、「
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
文
言
が
登
場
す
る
前
、
日
本
側
代
表
の
松
平
参
与
は
、
ご

く
ま
れ
に
し
か
米
兵
を
拘
禁
す
る
つ
も
り
が
な
い
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
側
に
伝
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
そ
れ
を
受
け
て
案
を
作
成
し
、

日
本
側
に
提
示
し
た
。「
ご
く
ま
れ
に
し
か
」
と
い
う
文
言
で
は
あ
ま
り
に
も
拘
禁
す
る
場
合
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
印
象
を
受
け
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
に
代
わ
り
、「
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
文
言
を
日
本
側
が
提
示
し
、
決
着
し
た
の
で
あ
る
。

）
二
一
（
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二
一

ア
メ
リ
カ
側
の
合
意
議
事
録
案
、
な
ら
び
に
、
正
式
会
談
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
側
代
表
の
陳
述
案
に
は
、
日
本
側
の
起
訴
後
、
そ
の
身

柄
は
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ッ
ド
と
津
田
の
陳
述
は
、
こ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
側
が
拘
禁
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
起
訴
前
だ
け
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
起

訴
後
、
裁
判
手
続
の
完
了
ま
で
を
も
さ
し
て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
が
拘
禁
す
る
場
合
が
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
は
、
起
訴
前
に
か
ぎ
ら
ず
、
起
訴
後
の
裁
判
手
続
き
の

完
了
ま
で
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
す
文
書
が
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
議
定
書
お
よ
び
合
意
議
事

録
の
文
言
と
は
異
な
り
、
起
訴
後
の
拘
禁
も
引
き
続
き
ア
メ
リ
カ
側
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
．
起
訴
後
の
拘
禁
権

拘
禁
を
め
ぐ
る
外
務
省
の
説
明

日
米
地
位
協
定
第
一
七
条
第
五
項
⒞
は
、
改
正
行
政
協
定
第
一
七
条
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、「
日
本
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
合

衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
た
る
被
疑
者
の
拘
禁
は
、
そ
の
者
の
身
柄
が
合
衆
国
の
手
中
に
あ
る
と
き
は
、
日
本
国
に
よ
り
公
訴
が
提

起
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
合
衆
国
が
引
き
続
き
行
な
う
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
被
疑
者
の
身
柄
が
ア
メ
リ
カ
側
の
手
中
に
あ

る
場
合
、
そ
の
者
の
拘
禁
は
、
日
本
側
が
起
訴
す
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
の
も
と
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
起
訴
後
の
被
告
人
の
身
柄

は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

）
二
一
（
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二
二

繰
り
返
す
と
、
こ
の
第
五
項
に
関
す
る
合
意
議
事
録
の
１
に
、
起
訴
後
の
場
合
、「
合
衆
国
の
当
局
は
、
日
本
国
の
当
局
の
要
請
が
あ

れ
ば
、
日
本
国
の
当
局
が
そ
の
犯
人
を
起
訴
し
た
時
に
そ
の
犯
人
の
身
柄
を
日
本
国
の
当
局
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
36
）

。」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
日
本
側
が
ア
メ
リ
カ
側
に
要
請
す
れ
ば
、
身
柄
は
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
を
定
め
た
ド
イ
ツ
補
足
協
定
で
は
、「
ド
イ
ツ
当
局
に
よ
る
釈
放
、
無
罪
判
決
又
は
刑
の
執

行
開
始
に
至
る
ま
で
」、
身
柄
は
派
遣
国
当
局
（
ア
メ
リ
カ
）
に
と
ど
め
ら
れ
る
と
な
っ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
二
二
条
第
三
項
）。
ま

た
、
二
〇
〇
一
年
に
改
正
さ
れ
た
米
韓
地
位
協
定
第
二
二
条
の
合
意
議
事
録
で
は
、
殺
人
・
強
姦
と
い
っ
た
一
二
種
類
の
凶
悪
犯
罪
に
つ

い
て
、
被
疑
者
の
起
訴
時
ま
た
は
起
訴
後
、
韓
国
当
局
に
身
柄
が
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
37
）

。
他
の
地
位
協
定
で
も
、
裁
判
手
続
き

完
了
ま
で
、
身
柄
は
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
38
）

。
日
本
の
場
合
、
日
本
側
が
起
訴
す
れ
ば
日
本
側
に
身
柄
が

引
き
渡
さ
れ
、
他
国
に
比
べ
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
優
遇
に
つ
い
て
、
外
務
省
の
日
米
地
位
協
定
Ｑ
＆
Ａ
の
問
９
に
、「
日
米
地
位
協
定
の
規
定
は
、
他
の
地
位
協
定
の
規
定
と
比
べ

て
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
地
位
協
定
と
並
ん
で
受
入
国
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
（
39
）

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
刑
事
手
続
き
に
関
す
る
運
用
の
改
善
」
の
説
明
で
も
、「
日
米
地
位
協
定
の
規
定
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
地
位
協
定
と
並
ん
で
受
け
入
れ
国
に

と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
（
40
）

」
と
あ
る
。

た
だ
、
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
の
場
合
を
想
起
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
刑
事
裁
判
権
と
拘
禁
権
が
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
す
る

と
、
日
本
側
が
拘
禁
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
文
言
に
、
起
訴
後
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
米
華
地
位
協
定
交
渉
に
関
す
る
文
書
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

）
二
二
（
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二
三

米
華
地
位
協
定
の
締
結

一
九
六
四
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
、
米
華
地
位
協
定
お
よ
び
米
韓
地
位
協
定
の
締
結
と
、
極
東
ア
ジ
ア

の
国
々
が
ア
メ
リ
カ
と
次
々
に
地
位
協
定
を
締
結
し
た
。
一
九
六
三
年
に
ド
イ
ツ
補
足
協
定
が
発
効
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
（
同

協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
で
あ
る
。）、
こ
の
時
期
、
日
本
と
関
連
の
深
い
国
々
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
地
位
協
定
が
相
次
い
で
締

結
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
四
カ
国
は
、
日
本
と
の
因
縁
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
日
本
と
ド
イ
ツ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
枢
軸
国
と
し
て
共
に
た
た

か
っ
た
歴
史
が
あ
る
。
韓
国
お
よ
び
台
湾
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
日
本
が
敗
戦
を
迎
え
る
ま
で
、
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
の
占
領
を
経
験
し
て
い
る
。
極
東
の
三
カ
国
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
は
敗
戦
国
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ら
三
カ
国
は
、
日
米
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
よ
り
不
利
な
内
容
は
の
め
な
い
と
の
基
本
方
針
で
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
に
の
ぞ

ん
だ
の
で
あ
る
（
41
）

。

こ
の
な
か
で
、
と
く
に
注
目
し
た
い
の
が
、
台
湾
と
ア
メ
リ
カ
が
締
結
し
た
米
華
地
位
協
定
に
お
け
る
交
渉
過
程
で
あ
る
。
同
交
渉
過

程
を
記
し
た
文
書
に
、
拘
禁
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
に
密
約
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
登
場
す
る
。

同
協
定
は
、
一
九
五
四
年
一
二
月
に
締
結
さ
れ
た
米
華
相
互
防
衛
条
約
を
き
っ
か
け
に
、
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
同
条
約
に
も
と
づ
い

て
、
台
湾
に
米
軍
の
駐
留
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
も
軍
事
顧
問
団
（M

ilitary�A
ssistance�

A
dvisory�G

roup�–�M
A
A
G

）
と
い
う
形
で
米
軍
は
駐
留
し
て
い
た
。
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
の
要
員
に
は
、
外
交
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
が
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
と
は
別
に
、
個
別
の
防
衛
施
設
に
駐
留
す
る
米
軍
に
は
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
要
員
と

同
様
の
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（
42
）

。
し
か
し
、
米
兵
に
よ
る
犯
罪
の
増
加
と
と
も
に
、
地
位
協
定
を
締
結
す
べ
し
と
い
う
台
湾
の
人
々
の

）
二
三
（
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二
四

声
が
高
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
地
位
協
定
の
交
渉
開
始
か
ら
十
年
を
経
た
一
九
六
五
年
八
月
、
よ
う
や
く
米
華
地
位
協
定
の
署
名
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

米
華
地
位
協
定
に
お
け
る
裁
判
権
・
拘
禁
権

一
般
的
に
、
地
位
協
定
に
お
け
る
裁
判
権
と
拘
禁
権
の
問
題
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
受
入
国
に
認
め
ら
れ
る
裁
判
権
の
範
囲
が
広

が
れ
ば
、
派
遣
国
（
ア
メ
リ
カ
）
は
受
入
国
の
拘
禁
権
の
範
囲
を
狭
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
米
兵
の
刑
事
上
の
人
権
を
な
る
べ

く
確
保
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
で
あ
る
。
米
華
地
位
協
定
に
お
け
る
裁
判
権
と
拘
禁
権
は
、
こ

の
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
範
を
と
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
条
項
で
は
、
ド
イ
ツ
は
ま
ず
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
に
か
か
わ
る
も
の
と
ド
イ
ツ
側
が
判
断
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
裁
判
権
の
放
棄
を
撤
回
で
き
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

米
華
地
位
協
定
の
場
合
、
台
湾
が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
範
囲
は
、
台
湾
司
法
の
重
大
な
利
益
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
五
四
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
と
ア
メ
リ
カ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
駐
留
す
る
米
軍
の
地
位
を
定
め
た
合
意
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ

方
式
に
類
似
す
る
。
同
方
式
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、
特
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合
、「
特
に
重
要
な
」
事
件
と
は
何
か
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
関
す
る
合
意
議
事
録
お
よ

び
宣
言
で
は
、
人
の
死
を
招
来
す
る
犯
罪
、
強
盗
、
強
姦
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
例
示
さ
れ
た
犯
罪
以
外
で
も
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な

利
益
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
側
は
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
は
、
受
入
国
が
行
使
で
き
る
裁
判
権
の
範
囲
を
可
能
な
か
ぎ
り
狭
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
例
示
も
限
定
し
よ
う
と

）
二
四
（
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二
五

し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
示
さ
れ
た
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
犯
罪
の
態
様
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大

な
利
益
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
判
断
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
方
式
そ
の
ま
ま
を
ア
メ
リ
カ
側
が
台
湾
側
に
提
示
す
る
の
は
、
交
渉
の
最
終
盤
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
そ
の
時
期

は
一
九
六
五
年
二
月
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
台
湾
に
認
め
ら
れ
る
刑
事
裁
判
権
の
範
囲
、
お
よ
び
、
台
湾
側
が
米
兵
を
拘
禁
で
き
る
犯
罪

お
よ
び
時
期
を
め
ぐ
っ
て
、
複
雑
な
交
渉
が
米
華
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
頂
点
に
達
し
た
の
が
、
一
九
六
五
年
一
月
か
ら
二

月
に
か
け
て
の
交
渉
で
あ
る
。

拘
禁
権
を
め
ぐ
る
密
約

米
華
地
位
協
定
の
交
渉
で
は
、
裁
判
権
の
放
棄
は
、
ド
イ
ツ
方
式
を
前
提
に
す
す
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
側
は
、
ま
ず
米
兵

の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
台
湾
側
が
、
台
湾
司
法
の
重
大
な
利
益
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
裁
判
権
放
棄
を

撤
回
で
き
る
。
問
題
は
、
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
犯
罪
の
範
囲
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
の
死
を
招
来
す

る
犯
罪
、
強
盗
、
強
姦
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

台
湾
と
の
交
渉
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
右
の
犯
罪
に
加
え
、
放
火
や
麻
薬
犯
罪
も
、
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を

秘
密
書
簡
で
明
ら
か
に
す
る
案
を
台
湾
側
に
提
示
し
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
犯
罪
の
範
囲
を
広
げ
る
案
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
案
に
は
、
拘
禁
に
つ
い
て
条
件
が
付
い
て
い
た
。
裁
判
手
続
き
の
完
了
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
米
兵
の
身
柄
を
拘
禁
で
き

る
と
い
う
の
が
そ
の
条
件
で
あ
る
（
43
）

。
台
湾
側
が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
範
囲
、
つ
ま
り
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
範
囲
を
広
げ
る
こ

と
の
見
返
り
に
、
拘
禁
権
は
、
裁
判
手
続
き
完
了
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
と
す
る
案
だ
。

）
二
五
（
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二
六

ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
権
に
条
件
を
つ
け
た
の
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
台
湾
側
は
米
兵
を
起
訴
し
た
時
点
で
身
柄
を
台
湾
側

に
引
き
渡
す
よ
う
強
く
求
め
て
い
た
か
ら
だ
（
44
）

。
前
述
の
よ
う
に
、
日
米
地
位
協
定
第
一
七
条
第
五
項
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
た
米
兵
の
身

柄
が
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
場
合
、
日
本
側
が
米
兵
を
起
訴
す
れ
ば
、
そ
の
身
柄
は
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
戦
勝

国
で
あ
る
台
湾
か
ら
す
れ
ば
、
台
湾
の
拘
禁
権
は
、
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
の
そ
れ
と
少
な
く
と
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
。

一
九
六
五
年
一
月
、
米
華
地
位
協
定
の
交
渉
は
、
拘
禁
権
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
台
湾
側
は
、
起
訴
後
の
米

兵
の
拘
禁
の
引
き
渡
し
を
求
め
、
そ
の
主
張
を
頑
と
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
唯
一
、
譲
歩
し
た
の
は
、
起
訴
後
、
台
湾
側
に
米
兵
の
拘
禁

が
移
さ
れ
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
の
引
き
渡
し
を
求
め
れ
ば
、
台
湾
側
は
そ
の
要
求
を
好
意
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
（
45
）

。こ
う
し
た
状
況
下
、
台
湾
側
を
説
得
す
る
た
め
、
拘
禁
を
め
ぐ
っ
て
日
米
間
に
密
約
が
あ
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
側
は
台
湾
側
に
伝
え
る

こ
と
と
な
る
。
一
九
六
五
年
二
月
六
日
、
米
華
地
位
協
定
交
渉
第
二
期
間
の
第
三
一
回
会
談
が
、
台
湾
外
務
省
で
開
か
れ
た
。
台
湾
側
の

交
渉
団
代
表
は
蔡
維
屏
台
湾
外
務
省
北
米
局
長
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ラ
ル
フ
・
Ｎ
・
ク
ロ
ウ
（R

alph�N
.�C
lough

）
在
華
米
大
使
館
首
席
公

使
で
あ
っ
た
（
46
）

。

こ
の
会
談
で
、
ク
ロ
ウ
公
使
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
と
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
手

続
き
の
完
了
ま
で
米
兵
を
拘
禁
し
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
拘
禁
を
台
湾
側
に
引
き
渡
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
蔡
博
士
（
蔡
局
長
は
博
士
の
学
位
を
有
し
て
い
た
。）
は
、
米
側
の
提
案
が
台
湾
の
立
法
院
で
審
議
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
提
案
を

擁
護
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
番
の
問
題
の
ひ
と
つ
は
、［
ア
メ
リ
カ
と
］
日
本
と
の
取
り
決

）
二
六
（
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二
七

め
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
議
員
諸
氏
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
が
き
わ
め
て
有
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
れ
ば
、
議
員
諸
氏
は
こ
の
案
に
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
47
）

。」

ま
た
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ウ
公
使
と
蔡
博
士
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。

ク
ロ
ウ
公
使
：�

日
本
と
は
秘
密
了
解
（a�classified�understanding

）
が
存
在
し
、
実
際
の
運
用
で
は
、
日
本
の
拘
禁
の
行
使
は
き
わ
め
て

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
蔡
博
士
お
よ
び
台
湾
政
府
に
内
密
に
お
伝
え
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

蔡
　
博
　
士
：
そ
の
了
解
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
側
提
案
と
同
じ
基
礎
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
。

ク
ロ
ウ
公
使
：
現
在
の
ア
メ
リ
カ
側
提
案
は
、
実
質
的
に
、
日
本
に
お
け
る
慣
行
と
同
じ
結
果
に
な
る
（
48
）

。

ク
ロ
ウ
公
使
は
、
米
兵
の
起
訴
後
の
拘
禁
は
、
日
米
地
位
協
定
第
一
七
条
の
合
意
議
事
録
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
を
蔡
博
士
に
伝
え
た
。
米
兵
の
身
柄
は
起
訴
後
も
引
き
続
き
ア
メ

リ
カ
側
が
拘
禁
す
る
と
の
了
解
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
文
書
が
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
空
軍
の
法
務
官
を
含
め
た
四

名
が
、
一
九
六
五
年
二
月
五
日
、
空
軍
長
官
の
下
、
国
際
問
題
を
担
当
す
る
法
務
部
長
補
の
執
務
室
で
会
合
を
開
い
た
と
き
の
記
録
で
あ

る
（
49
）

。
参
加
し
た
の
は
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
氏
（M

r.�H
ancock

）、
モ
ー
ガ
ン
大
佐
（C

olonel�M
organ

）、
レ
イ
ノ
ル
ズ
氏
（M

r.�R
eynolds

）、

ジ
ョ
ー
ダ
ン
少
佐
（M

ajor�Jordan

）
で
あ
る
。
モ
ー
ガ
ン
大
佐
と
ジ
ョ
ー
ダ
ン
少
佐
と
の
間
で
、
拘
禁
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
案
が
検
討

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
書
も
、
別
途
、
残
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。
な
お
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
少
佐
は
、
前
述
の
「
台
湾
地
位
協
定
交
渉
─
拘
禁
」

）
二
七
（
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二
八

を
ま
と
め
た
人
物
で
あ
る
。

会
合
の
主
題
は
、
極
東
に
お
け
る
地
位
協
定
交
渉
と
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
当
時
、
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
た
、
台
湾
、
韓
国
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
つ
い
て
、
裁
判
権
放
棄
お
よ
び
拘
禁
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
要
求
を
整
理
し
た
も
の
だ
。
台
湾
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の

要
求
を
記
し
た
部
分
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
［
拘
禁
の
］
取
り
扱
い
は
、
す
べ
て
の
裁
判
手
続
き
の
完
了
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
拘
禁
を
保
持
で
き
る
と
な
っ
て

い
た
。
こ
の
取
り
扱
い
は
、
日
本
と
の
非
公
表
の
秘
密
了
解
（unpublished�classified�understanding

）
の
結
果
で
あ
る
（
51
）

。

こ
こ
に
、「
日
本
と
の
非
公
表
の
秘
密
了
解
」
が
登
場
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
に
お
け
る
ト
ッ
ド
中
佐
と
津
田

課
長
の
陳
述
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
拘
禁
す
る
場
合
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
津
田
課
長
の
陳
述
は
、
裁
判
手
続

き
の
完
了
ま
で
を
も
意
味
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

日
本
に
お
け
る
拘
禁
の
実
態

拘
禁
を
め
ぐ
る
日
米
の
密
約
に
加
え
て
、
一
九
六
五
年
二
月
、
日
本
に
お
け
る
拘
禁
の
実
態
を
記
し
た
電
報
も
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文

書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
二
月
一
六
日
、
米
空
軍
参
謀
本
部
か
ら
府
中
に
あ
る
第
五
空
軍
本
部
に
、
日
本
に
お
け
る
拘
禁
の
実
態
を
問
い
合
わ
せ
た

電
報
で
あ
る
（
52
）

。
主
題
は
、
台
湾
と
の
地
位
協
定
交
渉
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
電
報
は
、
前
述
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
少
佐
と
モ
ー
ガ
ン
大
佐
も
起

）
二
八
（
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二
九

案
に
携
わ
っ
て
い
る
。
電
文
は
以
下
で
あ
る
。

国
務
省
は
、
日
本
の
裁
判
所
で
米
兵
の
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
際
、
日
本
当
局
が
米
兵
を
拘
禁
し
た
件
数
を
在
華
米
大
使
館
に
提
供

す
る
よ
う
在
京
米
大
使
館
に
要
請
し
た
。
参
謀
本
部
が
得
て
い
る
情
報
で
は
、
日
本
は
す
べ
て
の
事
件
で
、
裁
判
手
続
き
が
完
了
す

る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
側
に
拘
禁
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
現
在
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
［
台
湾
と

の
］
交
渉
で
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
擁
護
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
と
な
る
（
53
）

。

同
電
報
に
対
す
る
第
五
空
軍
本
部
か
ら
の
返
電
に
は
、
裁
判
手
続
き
の
完
了
ま
で
、
す
べ
て
の
事
件
で
、
日
本
側
が
米
兵
の
拘
禁
を
ア

メ
リ
カ
側
に
引
き
渡
し
て
き
た
と
の
記
述
は
正
し
い
、
と
あ
る
。
ま
れ
に
日
本
当
局
が
、
初
動
捜
査
の
際
、
数
日
間
、
米
兵
を
拘
禁
し
た

こ
と
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
（
54
）

。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
日
本
側
は
、
裁
判
手
続
き
の
完
了
ま
で
、
米
兵
の
拘
禁
を
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
側
に
ゆ
だ

ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
想
起
さ
れ
る
の
が
、
前
述
の
一
九
五
七
年
一
月
に
起
き
た
ジ
ラ
ー
ド
事
件
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判

権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
米
合
同
委
員
会
で
も
決
着
が
つ
か
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
で
落
着
し
た
。
そ
の
結
果
、

日
本
側
が
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
た
の
で
あ
っ
た
。
起
訴
後
の
ジ
ラ
ー
ド
の
身
柄
は
、
引
き
続
き
米
軍
側
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
ジ
ラ
ー
ド
の
件
は
、
ま
さ
に
日
米
間
の
拘
禁
を
め
ぐ
る
密
約
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
例
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
た
だ
し
、

日
本
側
が
た
ん
に
ジ
ラ
ー
ド
の
拘
禁
を
要
請
し
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
密
約
が
い
ま
も
有
効
な
の
か
は
定
か
で
な
い
。
沖
縄
が
本
土
に
復
帰
し
た
直
後
の
一
九
七
二
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン

）
二
九
（
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三
〇

事
件
が
起
き
る
。
こ
の
事
件
は
、
米
軍
基
地
の
キ
ャ
ン
プ
ハ
ン
セ
ン
で
、
エ
ー
ム
ス
・
Ｓ
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
上
等
兵
が
、
日
本
人
従
業
員

を
殺
害
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
の
身
柄
は
、
起
訴
後
、
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
（
55
）

。
ま
た
、
す
で
に
紹
介
し
た

一
九
九
五
年
に
沖
縄
で
起
き
た
少
女
暴
行
事
件
の
場
合
も
、
米
兵
三
名
の
身
柄
は
、
起
訴
後
、
日
本
側
に
引
き
渡
さ
れ
た
（
56
）

。

起
訴
後
の
米
兵
の
身
柄
の
引
き
渡
し
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
が
要
請
す
れ
ば
と
い
う
条
件
が
付
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
密
約
と
の
兼

ね
合
い
も
あ
り
、
密
約
の
有
効
性
は
、
今
後
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

（
1
）�R

.�C
huck�M

ason,�S
tatu

s of F
orces A

greem
en

t （S
O

F
A

）: W
h

at Is It, an
d

 H
ow

 H
as It B

een
 U

tilized
?,�M

arch�15,�2012,�

C
ongressional�R

esearch�S
ervice,�p.�1.

こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
二
頁
目
に
は
、
一
一
五
カ
国
以
上
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
い
う
米
兵
と

は
、
軍
属
は
含
む
概
念
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
家
族
を
含
む
か
否
か
は
、
場
合
に
よ
り
異
な
る
。
一
般
的
に
、
派
遣
国
は
家
族
も
含
め
よ
う
と

す
る
の
に
対
し
、
受
入
国
は
家
族
を
一
般
の
外
国
人
と
同
じ
扱
い
に
し
よ
う
と
す
る
。

（
2
）�

日
本
が
締
約
国
で
あ
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
条
約
検
索
デ
ー
タ
に
よ
る
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

（
3
）�M

ason,�S
tatu

s of F
orces A

greem
en

t （S
O

F
A

）,�p.�2.

（
4
）�D

epartm
ent�of�S

tate,�U
n

ited
 S

tates an
d

 O
th

er In
tern

ation
al A

greem
en

ts,�V
olum

e�4�in�T
w
o�P
arts,�1953,�W

ashington�

D
.C
.:�U
nited�S

tates�G
overnm

ent�P
rinting�O

ffi
ce,�1955,�pp.�1828-1829.

（
5
）�

外
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
原
本
の
コ
ピ
ー
（
津
田
の
サ
イ
ン
入
り
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/

area/usa/sfa/pdfs/1953kaisei06.pdf>

こ
れ
は
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
二
日
に
開
か
れ
た
合
同
委
員
会
の
刑
事
裁
判
権
小
委
員
会
の
会
合
の

記
録
で
あ
る
。

（
6
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
日
米
合
同
委
員
会
（
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
）
に
お
け
る
や
り
取
り
（
仮
訳
）。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/

m
ofaj/area/usa/sfa/pdfs/1953kaisei09.pdf>

）
三
一
（
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三
一

（
7
）�

詳
し
く
は
、
信
夫
隆
司
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
─
奄
美
・
小
笠
原
・
沖
縄
返
還
を
通
し
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
の
第
一
章
「
刑
事

裁
判
権
密
約
」
を
参
照
。

（
8
）�
法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
関
係
実
務
資
料
［
検
察
提
要
六
］』、
検
察
資
料
［
一
五
八
］、
一
九
七
二
年

三
月
、
三
五
頁
。

（
9
）�

ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
は
、
信
夫
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
』
の
第
三
章
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
を
参
照
。

（
10
）�

伊
江
島
事
件
に
つ
い
て
は
、
信
夫
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
』
の
第
六
章
「
伊
江
島
事
件
」
を
参
照
。

（
11
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
第
十
七
条
５
に
関
す
る
合
意
議
事
録
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/kyoutei/

pdfs/17_00_06.pdf>

（
12
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
刑
事
裁
判
権
手
続
き
に
関
す
る
運
用
の
改
善
を
参
照
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/

rem
_03.htm

l>

（
13
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
一
九
五
三
年
の
日
米
行
政
協
定
（
日
米
地
位
協
定
の
前
身
）
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
改
正
交
渉
に
係
る
外
交
記

録
及
び
関
連
資
料
の
公
表
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/1953kaisei.htm
l>

（
14
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
第
十
七
条
５
に
関
す
る
合
意
議
事
録
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/kyoutei/

pdfs/17_00_06.pdf>

（
15
）�

“R
ecord�of�the�M

eeting�of�S
eptem

ber�28,�1953�for�the�N
egotiations�to�am

end�A
rticle�X

V
II�of�the�A

dm
inistrative�

A
greem

ent�under�A
rticle�III�of�the�S

ecurity�T
reaty�betw

een�Japan�and�the�U
nited�S

tates�of�A
m
erica ”�

（In�C
onfidence

）,

『
日
米

安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
16
）�

詳
し
く
は
、
信
夫
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
』、
第
一
章
「
刑
事
裁
判
権
密
約
」
を
参
照
。

（
17
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
行
政
協
定
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
二
日
（
二
〇
一
一
年
作
成
仮
訳
）。<https://

w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/pdfs/1953kaisei05.pdf>

（
18
）�

“M
em
orandum

�for�C
olonel�M

organ�F
rom
�V
incent�A

.�Jordan�

（M
ajor,�U

S
A
F

）,�F
ebruary�16,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341

）
三
一
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
〇
年
六
月
）

三
二

［E
ntry�P

�26

］�Subject�F
iles,�1/11/1952–11/30/1981,�B

ox�12,�N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
19
）�Ibid.

（
20
）�
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
（
案
）」（
極
秘
）、

一
九
五
三
年
八
月
一
七
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、

B
’.5.1.0.J/U

3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
21
）�

同
上
。

（
22
）�

「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
に
関
す
る
公
式
議
事
録
（
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八

月
一
七
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,

外
交
史
料
館
。

（
23
）�

奥
村
参
与
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
改
定
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
一
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
24
）�

三
宅
参
事
官
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
に
関
す
る
三
宅
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
要
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
五
日
、『
日
米

安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
25
）�

同
上
。

（
26
）�

「
身
柄
引
渡
の
問
題
　
５�

⒜
に
つ
い
て
」、
一
九
五
三
年
九
月
一
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
二
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
27
）�

“A
greed�O

ffi
cial�M

inutes,�2.�R
e�paragraph�5,�S

eptem
ber�1,�1953 ”

（C
onfidential

）,�

『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に

基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
28
）�

“T
elegram

�F
rom
�the�E

m
bassy�in�Japan�to�the�D

epartm
ent�of�S

tate,�N
o.�590,�S

eptem
ber�2,�1953 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
319

［E
ntry�A

1�60

］�S
ecurity�C

lassified�C
orrespondence�of�the�P

ublic�A
ffairs�D

ivision,�1950-1964,�B
ox�7,�N

ational�A
rchives�at�

C
ollege�P

ark,�M
D
.

）
三
二
（



米
兵
の
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
密
約
（
信
夫
）

三
三

（
29
）�

“M
em
orandum

�for�the�R
ecord,�S

ubject:�S
ecretary�of�D

efense�D
ecision�on�Japanese�C

rim
inal�Jurisdictional�A

rrangem
ents,�

by�John�B
.�H
enderson,�S

eptem
ber�28,�1953 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
84�

［E
ntry�U

D
�2828A

］�T
okyo�E

m
bassy,�C

lassified�G
eneral�

R
ecords,�1952-1963,�B

ox�18,�N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
30
）�Ibid.�
ま
た
、“M

em
orandum

�of�C
onversation,�S

ubject:�C
rim
inal�Jurisdiction�N

egotiations,�P
articipants:�M

r.�B
assin�and�M

r.�

M
atsudaira�et�al.,�S

eptem
ber�1,�1953 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
84�

［E
ntry�U

D
�2828A

］�T
okyo�E

m
bassy,�C

lassified�G
eneral�R

ecords,�

1952-1963,�B
ox�18,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D

も
参
照
。

（
31
）�

“O
ral�S

tatem
ent,�U

nited�S
tates�P

roposal,�S
eptem

ber�3,�1953 ”�

（C
onfidential

）,

『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基

づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
32
）�

“T
entative�A

greed�D
raft,�S

eptem
ber�3,�1953 ”�

（C
onfidential

）,

『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
33
）�

“T
elegram

�F
rom
�the�E

m
bassy�in�Japan�to�the�D

epartm
ent�of�S

tate,�N
o.�611,�S

eptem
ber�5,�1953 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
84�

［E
ntry�U

D
�2828A

］�T
okyo�E

m
bassy,�C

lassified�G
eneral�R

ecords,�1952-1963,�B
ox�18,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
.

（
34
）�

松
平
参
与
「
行
政
協
定
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
四
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く

行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
二
巻
、�B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
35
）�

「
第
一
次
裁
判
権
不
行
使
に
関
す
る
件
　S

tatem
ents�by�Japanese�and�A

m
erican�R

epresentatives�re�paragraph�3�⒞
,�Japanese�

D
raft,�S

eptem
ber�8,�1953

（C
onfidential

）」『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件
、
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係
　
刑
事
裁
判
権
条
項
改
正

関
係
』
第
二
巻
、B

’.5.1.0.J/U
3-1-2,�

外
交
史
料
館
。

（
36
）�

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
日
米
地
位
協
定
お
よ
び
合
意
議
事
録
よ
り
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/kyoutei/

pdfs/17_00_06.pdf>

（
37
）�

白
井
京
氏
に
よ
る
韓
米
地
位
協
定
の
改
正
お
よ
び
合
意
議
事
録
の
日
本
語
訳
は
、『
外
国
の
立
法
』
第
二
二
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、

一
九
一
─
二
二
〇
頁
を
参
照
。

）
三
三
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
〇
年
六
月
）

三
四

（
38
）�D

ieter�F
leck�

（ed.

）,�T
h

e H
an

d
book of th

e L
aw

 of V
isitin

g F
orces,�S

econd�E
dition,�O

xford:�O
xford�U

niversity�P
ress,�

2018,�p.�232.
（
39
）�
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/qa09.htm
l>

（
40
）�
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。<https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/rem
_03.htm

l>

（
41
）�

台
湾
の
例
と
し
て
、“M

em
orandum

�by�H
am
ilton�D

eS
aussure

（C
olonel,�U

S
A
F
,�C
hief,�International�L

aw
�D
ivision,�O

ffi
ce�of�

the�Judge�A
dvocate�G

eneral

）,�S
ubject:�C

urrent�S
tatus�of�N

egotiations�on�C
rim
inal�Jurisdiction�A

rticle,�K
orean�and�F

orm
osan�

S
O
F
A

’s,�S
eptem

ber�25,�1964 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26

］�S
ubject�F

iles,�1/11/1952-11/30/1981,�B
ox�12,�N

ational�

A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D

を
参
照
。

（
42
）�

“M
em
orandum

�of�C
onversation,�S

ubject:�P
roposed�S

tatus�of�F
orces�A

greem
ent,�P

articipants:�F
oreign�M

inister�G
eorge�K

.�

C
.�Y
eh�and�A

m
bassador�K

.�L
.�R
ankin,�July�3,�1957 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
59

［E
ntry�A

1�5221

］�T
op�S

ecret�F
iles�R

elating�to�the�

R
epublic�of�C

hina,�1954-1965,�B
ox�1,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
;� “L
etter�F

rom
�Jam

es�F
.�L
eonard�

（C
ounselor�of�

E
m
bassy�for�P

olitical�A
ffairs

）�to�L
eonard�L

.�B
acon�

（D
eputy�D

irector,�O
ffi
ce�of�E

ast�A
sian�A

ffairs,�D
epartm

ent�of�S
tate

）,�

A
ugust�29,�1962 ”�

（S
ecret

）,�R
G
59�

［E
ntry�A

1�5221

］�T
op�S

ecret�F
iles�R

elating�to�the�R
epublic�of�C

hina,�1954-1965,�B
ox�4,�

N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
43
）�

“M
em
orandum

�by�H
am
ilton�D

eS
aussure�

（C
olonel,�U

S
A
F
,�C
hief,�International�L

aw
�D
ivision,�O

ffi
ce�of�the�Judge�A

dvocate�

G
eneral

）,�S
ubject:�C

urrent�S
tatus�of�N

egotiations�on�C
rim
inal�Jurisdiction�A

rticle,�K
orean�and�F

orm
osan�S

O
F
A

’s,�

S
eptem

ber�25,�1964 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26
］�S

ubject�F
iles,�1/11/1952-11/30/1981,�B

ox�12,�N
ational�A

rchives�at�

C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
44
）�Ibid.

（
45
）�

“A
irgram

�F
rom
�the�E

m
bassy�in�the�R

epublic�of�C
hina�to�the�D

epartm
ent�of�S

tate,�N
o.�A

-453,�D
ecem

ber�2,�1964 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
59�S

ubject-N
um
eric�F

ile,�1964-1966,�B
ox�1630,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
.

）
三
四
（



米
兵
の
拘
禁
権
を
め
ぐ
る
密
約
（
信
夫
）

三
五

（
46
）�

“A
irgram

�F
rom
�the�E

m
bassy�in�the�R

epublic�of�C
hina�to�the�D

epartm
ent�of�S

tate,�N
o.�A

-610,�F
ebruary�12,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
59�S

ubject-N
um
eric�F

ile,�1964-1966,�B
ox�1630,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
.

（
47
）�Ibid.

（
48
）�Ibid.

（
49
）�

“M
em
orandum

�for�the�R
ecord,�S

ubject:�S
O
F
A
�N
egotiations�in�the�F

ar�E
ast,�F

ebruary�9,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26
］�Subject�F

iles,�1/11/1952-11/30/1980,�B
ox�12,�N

ational�A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
.

（
50
）�

“M
em
orandum

�for�C
olonel�M

organ�F
rom
�V
incent�A

.�Jordan

（M
ajor,�U

S
A
F

）,�S
ubject:�T

aiw
an�S

O
F
A
�N
egotiations�–�

C
ustody,�F

ebruary�16,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26

］�S
ubject�F

iles,�1/11/1952-11/30/1981,�B
ox�12,�N

ational�

A
rchives�at�C

ollege�P
ark,�M

D
.

（
51
）�

“M
em
orandum

�for�the�R
ecord,�S

ubject:�S
O
F
A
�N
egotiations�in�the�F

ar�E
ast,�F

ebruary�9,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26

］�Subject�F
iles,�1/11/1952-11/30/1980,�B

ox�12,�N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
52
）�

“T
elegram

�F
rom
�R
U
E
A
H
Q
/C
S
A
F
�to�H

Q
�5A
F
�F
U
C
H
U
�A
S
�JA
P
A
N
,�N
o.�86655,�F

ebruary�16,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�

R
G
341�

［E
ntry�P

�26

］�Subject�F
iles,�1/11/1952-11/30/1981,�B

ox�12,�N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
53
）�Ibid.

（
54
）�

“D
epartm

ent�of�the�A
ir�F
orce�S

taff�M
essage,�N

o.�4687,�F
ebruary�18,�1965 ”�

（C
onfidential

）,�R
G
341�

［E
ntry�P

�26

］�S
ubject�

F
iles,�1/11/1952-11/30/1981,�B

ox�12,�N
ational�A

rchives�at�C
ollege�P

ark,�M
D
.

（
55
）�

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
九
月
二
八
日
。

（
56
）�

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
五
年
九
月
二
九
日
。

）
三
五
（




